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平成 31 年 2 月 1 日

議　　　　　　　　　　案 議　員 結　果

全会一致

継続審査

可　決

承　認議案第１号 平成30年度富士見町一般会計補正予算（第5号）の専決処分について

議案第２号 富士見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

議案第３号 諏訪南行政事務組合規約の一部変更について

議案第４号 損害賠償の和解と賠償額の決定について

議案第５号 町道の路線の認定並びに廃止及び一部廃止について

議案第６号 平成30年度富士見町一般会計補正予算（第6号）

議案第７号 平成30年度富士見町水道事業会計補正予算（第2号）

議案第８号 平成30年度富士見町下水道事業会計補正予算（第2号）

議案第９号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第10号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

陳情第30-5号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情
【陳情者：長野県医療労働組合連合会　執行委員長　小林吟子】

【町長提出】

【請願・陳情】

賛否の分かれた議案等 ○賛成　●反対　△棄権
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」にあたり原則
１割負担の継続を求める意見書採択について
【陳情者：諏訪地方社会保障推進協議会　会長　毛利正道】

賛成多数で
趣旨採択

【請願・陳情】

１２月定例会の採決結果（全会一致の議案）

陳情の委員会審査結果
番　号 件　　名 審　査　経　過審査結果担当委員会紹介議員提　出　者

陳情
第30-5号

陳情
第30-6号

安全・安心の医療・
介護の実現と夜勤
交替制労働の改善
を求める陳情 

長野市高田276-8
長野県医療労働組合連合会
執行委員長　小林 吟子

－ 社会文教常任
委員会

継続審査

夜勤交替制労働など、医療、介護従事者の労働条件
を改善してほしいとする陳情である。説明資料だけ
では、状況を十分に理解できない。医療、介護の実
情について、関係者から説明を受ける必要があると
の考えでまとまった。全員一致で継続審査とした。

一般職、特別職の給与を引き上げ

陳情
第30-6号

「後期高齢者の医
療費窓口負担の見
直し」にあたり原則
１割負担の継続を
求める意見書採択
について

諏訪郡下諏訪町矢木町214
南信勤医協諏訪共立病院内
諏訪地方社会保障推進
協議会　会長　毛利 正道

－ 社会文教常任
委員会

趣旨採択

2019年から、後期高齢者の医療費窓口負担を、現行
の１割から２割にする議論が内閣府、財務省で進め
られている。原則１割負担の継続を求める意見書を
採択してほしいとする陳情である。２割負担の議論
は始まったばかりとして、趣旨採択と継続審査の意
見が出た。採決の結果、賛成多数で趣旨採択とした。

　議案第９号、１０号では、平成３０年８月の人事院勧告に準拠し、給与条例を改正し、引き上げました。対象は
一般職１６７人と、特別職（町長、副町長、教育長、議員１１人）１４人です。

【一般職】 月給と勤勉手当を改定しました。
　月給は若年層に重点を置き、平均0.2％引き上げました。
１人当たりの平均引き上げ額は400円です。
　勤勉手当は支給月数を引き上げました。現行の「期
末・勤勉手当」は年間4.40月分ですが、これを0.05月分
引き上げ、4.45月分としました。「勤務実績に応じた給
与」に重点を置き、引き上げ分を「勤勉手当」に配分し
ました。
　月給は平成30年４月１日にさかのぼって実施。勤勉手
当は平成30年12月支給分から実施しました。

【特別職】 期末手当の支給月数を引き上げました。
　現行の年間3.30月分を0.05月分引き上げ、3.35月分と
しました。この結果、平成30年12月は現行1.725月分が
1.755月分となります。平成31年６月は1.675月分です。
平成３０年１２月支給分から実施しました。
　改正後の年間期末手当を試算すると、町長は＋50,000
円、副町長は＋42,000円、教育長は＋38,000円。町議は
議長が＋20,000円、副議長は＋16,000円、議員は
＋14,000円（いずれも百円以下切り捨て）です。


